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議
院
解
散
を
決
め
た
安
倍
晋

三
首
相
は
、
２
０
１
９
年
10

月
の
消
費
増
税
分
の
使
い
道

と
し
て
子
育
て
支
援
や
教
育
無
償
化
な

ど
の
福
祉
に
約
２
兆
円
ほ
ど
充
当
す
る

方
向
で
民
意
を
問
う
と
い
う
。
財
政
再

建
は
後
回
し
に
さ
れ
、
20
年
度
の
基
礎

的
財
政
収
支
（
Ｐ
Ｂ
）
の
黒
字
化
目
標

の
達
成
は
さ
ら
に
厳
し
く
な
っ
た
。

　
日
本
で
は
、
急
速
な
少
子
高
齢
化
の

進
展
で
社
会
保
障
費
が
急
増
し
、
財
政

赤
字
が
恒
常
化
し
て
い
る
。
そ
れ
は
深

刻
な
状
況
に
あ
り
、
今
の
日
本
政
府
は
、

借
金
で
借
金
を
賄
う
自
転
車
操
業
ど
こ

ろ
か
、
利
払
い
費
の
分
す
ら
一
部
は
払

い
切
れ
ず
、
全
て
を
借
金
で
賄
っ
て
い

る
状
態
で
あ
る
。

　
こ
の
こ
と
は
、「
債
務
残
高
（
普
通
国

債
残
高
）
の
増
加
分
」
と
「
債
務
の
利

払
い
費
」
を
比
較
す
れ
ば
よ
く
分
か
る
。

　
や
や
専
門
的
に
な
る
が
、「
債
務
残
高

の
増
加
分
」
を
「
債
務
の
利
払
い
費
」

で
割
っ
た
指
標
を
「
ロ
ー
ル
オ
ー
バ
ー

値
」（
ζ
）
と
い
う
。
こ
れ
が
１
を
超
え

る
と
き
は
、
債
務
残
高
の
増
加
分
（
＝

新
た
な
借
金
）
が
利
払
い
費
よ
り
も
大

き
い
と
い
う
こ
と
で
、
利
払
い
費
の
一

部
も
返
済
で
き
ず
、
そ
の
全
て
を
借
金

で
賄
っ
て
い
る
状
況
を
意
味
す
る
。
逆

に
ζ
が
１
を
割
っ
て
い
る
と
き
は
、
税

収
な
ど
の
借
金
以
外
で
利
払
い
が
で
き

て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　
１
９
７
６
年
度
か
ら
直
近
の
17
年
度

ま
で
の
42
年
間
の
ロ
ー
ル
オ
ー
バ
ー
値

を
試
算
す
る
と
、「
ζ＜

１
」
と
な
る
の

は
、
バ
ブ
ル
期
に
関
係
す
る
87
年
度
か

ら
92
年
度
な
ど
８
年
間
の
み
で
あ
る
。

残
り
の
34
年
間
は
全
て
「
ζ＞

１
」
の

状
況
と
な
っ
て
い
る
。

　
特
に
、
２
０
０
０
年
度
以
降
の
ロ
ー

ル
オ
ー
バ
ー
値
の
平
均
は
３
・
65
と
高

水
準
に
あ
り
、
17
年
度
（
当
初
予
算
ベ

ー
ス
）
も
２
・
２
と
高
い
。
借
金
の
膨

張
な
ど
が
原
因
だ
。

　
安
倍
首
相
は
消
費
税
増
税
を
２
度
延

期
し
た
。
さ
す
が
に
３
度
目
の
延
期
は

禁
じ
手
と
考
え
た
の
だ
ろ
う
。
予
定
通

り
消
費
増
税
の
実
施
を
“
前
提
”
と
し

つ
つ
、
増
税
分
の
使
い
道
の
約
８
割
を

財
政
再
建
に
回
す
と
い
う
「
取
り
決

め
」
を
変
更
し
、
子
育
て
支
援
や
教
育

無
償
化
な
ど
も
そ
の
使
途
に
加
え
る
方

針
を
選
挙
の
目
玉
に
打
ち
出
し
た
。

　
消
費
増
税
分
の
使
い
道
の
見
直
し
に

関
す
る
是
非
の
み
で
は
な
く
、
日
本
の

財
政
の
現
実
を
直
視
し
、
財
政
・
社
会

保
障
の
抜
本
改
革
に
関
す
る
政
策
論
争

が
深
ま
る
こ
と
を
期
待
し
た
い
。
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